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件  名 

埼玉県教育局組織規則の一部を改正する規則について 

 
提案理由  

 教育課題に積極的に対応するとともに、迅速かつ効果的に教育行政を推進できる機
能的な組織体制とするため、埼玉県教育局組織規則の一部を別紙のとおり改正したい

ので、審議願います。 
 
概  要  

１ 現行規則の内容 

  埼玉県教育委員会の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するため、事務局
の組織、所掌事務、職制等に関し、必要な事項を定めるもの 

 

２ 改正の内容 
 ⑴ 本局付参事の設置 
 ⑵ 高校改革統括監の設置 

 ⑶ 学校評価幹及び地域教育幹の廃止 
 ⑷ その他規定の整備 

第３９号議案 

（総務課） 



2 

 

３ 施行期日 
  令和５年４月１日 



 

埼玉県教育局組織規則の一部を改正する規則 新旧対照表                             （傍線の部分は、改正部分） 

改 正 案 現   行 

埼玉県教育局組織規則 埼玉県教育局組織規則 

第一条～第九条 （略） 第一条～第九条 （略） 

第九条の二 魅力ある高校づくり課においては、次の事務を所掌する。 第九条の二 魅力ある高校づくり課においては、県立高等学校の活性化及

び特色ある学校づくりに係る施策の総合的企画、調整及び推進に関する

事務を所掌する。 

 一 県立高等学校の活性化及び特色ある学校づくりに係る施策の総合的

企画、調整及び推進に関すること。 

 （新設） 

 

 二 高校改革統括監の庶務に関すること。  （新設） 

第九条の三・第九条の四 （略） 第九条の三・第九条の四 （略） 

第十条 保健体育課においては、次の事務を所掌する。 第十条 保健体育課においては、次の事務を所掌する。 

一～七 （略） 一～七 （略） 

八 養護教諭その他の学校保健担当職員の研修に関すること。 八 養護教員その他の学校保健担当職員の研修に関すること。 

九～十一 （略） 九～十一 （略） 

十二 栄養教諭その他の学校給食担当職員の研修に関すること。 （新設） 

十三～十五 （略） 十二～十四 （略） 

第十一条～第二十条 （略） 第十一条～第二十条 （略） 

（本局の副教育長等） （本局の副教育長等） 

第二十一条 次の表の上欄に掲げる本局の組織に、法令に特別の定めがあ

るもののほか、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、そ

れぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 

第二十一条 次の表の上欄に掲げる本局の組織に、法令に特別の定めがあ

るもののほか、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、そ

れぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 

 組織 職 職務   組織 職 職務  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 部 部長 上司の命を受け、部の事務を掌理し、そ

の事務を処理するため、所属の職員を指

揮監督する。 

  部 部長 上司の命を受け、部の事務を掌理し、そ

の事務を処理するため、所属の職員を指

揮監督する。 

 

   副部長 部長を助け、職員の担任する事務を監督

し、部の事務を整理する。ただし、高校

改革統括監又は部の参事が置かれている

場合の職務は、高校改革統括監又は部の

参事の職務として指定された事項以外の

ものに限るものとし、副部長が二人以上

置かれている場合であつて、あらかじめ

部長からその監督及び整理に係る事務の

    副部長 部長を助け、職員の担任する事務を監督

し、部の事務を整理する。ただし、参事

が置かれている場合の職務は、参事の職

務として指定された事項以外のものに限

るものとし、副部長が二人以上置かれて

いる場合であつて、あらかじめ部長から

その監督及び整理に係る事務の指定がな

されている者の職務は、当該指定事務に
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指定がなされている者の職務は、当該指

定事務に限るものとする。 

限るものとする。 

 県立学

校部 

高校改

革統括

監 

上司の命を受け、県立高等学校の活性化

及び特色ある学校づくりに係る施策の総

合的企画、調整及び推進に関することで

特に指定された重要事項を処理するとと

もに、当該指定事項について、上司を助

け、職員の担任する事務を監督し、事務

を整理する。 

  （新

設） 

（新

設） 

（新設）  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 県立学

校人事

課及び

小中学

校人事

課 

学校管

理幹 

上司の命を受け、学校職員の人事、学校

管理等の指導及び学校における働き方改

革の推進に関する総合調整の事務、学校

評価制度に係る施策の企画、調整及び推

進に関する事務その他特に指定された事

項を掌理し、その事務を処理するため、

職員を指揮監督するとともに、課長を助

け、当該事務を総括整理する。 

  県立学

校人事

課及び

小中学

校人事

課 

学校管

理幹 

上司の命を受け、学校職員の人事及び学

校管理等の指導に関する総合調整の事務

を掌理し、その事務を処理するため、職

員を指揮監督するとともに、課長を助

け、当該事務を総括整理する。 

 

 （削

る） 

（削

る） 

（削る）   県立学

校人事

課 

学校評

価幹 

上司の命を受け、学校評価制度及び学校

職員の人事評価に係る施策の企画、調整

及び推進に関する事務その他特に指定さ

れた事項を掌理し、その事務を処理する

ため、職員を指揮監督するとともに、課

長を助け、当該事務を総括整理する。 

 

 （削

る） 

（削

る） 

（削る）   生涯学

習推進

課 

地域教

育幹 

上司の命を受け、学校と地域との連携に

関する事務で特に指定された事項を掌理

し、その事務を処理するため、職員を指

揮監督するとともに、課長を助け、当該

事務を総括整理する。 

 

２ 前項に定めるもののほか、必要に応じて、次の表の上欄に掲げる本局

の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞ

れ同表の下欄に掲げるとおりとする。 

２ 前項に定めるもののほか、必要に応じて、次の表の上欄に掲げる本局

の組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞ

れ同表の下欄に掲げるとおりとする。 

 組織 職 職務   組織 職 職務  

 本局及 参事 上司の命を受け、特に指定された重要事   部 参事 上司の命を受け、特に指定された重要事  
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び部 項を処理するとともに、当該指定事項に

ついて、上司を助け、職員の担任する事

務を監督し、事務を整理する。 

項を処理するとともに、当該指定事項に

ついて、部長を助け、職員の担任する事

務を監督し、事務を整理する。 

 部 副参事 上司の命を受け、特に指定された事項を

処理するとともに、当該指定事項につい

て、部長を助け、職員の担任する事務を

監督し、事務を整理する。 

    副参事 上司の命を受け、特に指定された事項を

処理するとともに、当該指定事項につい

て、部長を助け、職員の担任する事務を

監督し、事務を整理する。 

 

   部付 上司の命を受け、部の特定事務に従事す

る。 

    部付 上司の命を受け、部の特定事務に従事す

る。 

 

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

第二十二条～第二十五条 （略） 第二十二条～第二十五条 （略） 
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埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
九
条
の
二
中
「
県
立
高
等
学
校
の
活
性
化
及
び
特
色
あ
る
学
校
づ
く
り
に
係
る
施
策
の
総
合

的
企
画
、
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
」
を
「
次
の
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 

一 

県
立
高
等
学
校
の
活
性
化
及
び
特
色
あ
る
学
校
づ
く
り
に
係
る
施
策
の
総
合
的
企
画
、
調

整
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

高
校
改
革
統
括
監
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 

第
十
条
第
八
号
中
「
養
護
教
員
」
を
「
養
護
教
諭
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
四
号
を
第
十
五
号

と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。 

 

十
二 

栄
養
教
諭
そ
の
他
の
学
校
給
食
担
当
職
員
の
研
修
に
関
す
る
こ
と
。 

         

第
二
十
一
条
第
一
項
の
表
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

             

「

部 

副
部
長 

部
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
部
の
事
務
を
掌

理
し
、
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、

所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

部
長
を
助
け
、
職
員
の
担
任
す
る
事

務
を
監
督
し
、
部
の
事
務
を
整
理
す

る
。
た
だ
し
、
参
事
が
置
か
れ
て
い

る
場
合
の
職
務
は
、
参
事
の
職
務
と

し
て
指
定
さ
れ
た
事
項
以
外
の
も
の

に
限
る
も
の
と
し
、
副
部
長
が
二
人

以
上
置
か
れ
て
い
る
場
合
で
あ
つ

て
、
あ
ら
か
じ
め
部
長
か
ら
そ
の
監

督
及
び
整
理
に
係
る
事
務
の
指
定
が

な
さ
れ
て
い
る
者
の
職
務
は
、
当
該

指
定
事
務
に
限
る
も
の
と
す
る
。 

」
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に
改
め
、
同
表
県
立
学
校
人 

            

事
課
及
び
小
中
学
校
人
事
課
の
項
職
務
の
欄
中
「
及
び
学
校
管
理
等
の
指
導
に
関
す
る
総
合
調
整

の
事
務
」
を
「
、
学
校
管
理
等
の
指
導
及
び
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
の
推
進
に
関
す
る
総
合

調
整
の
事
務
、
学
校
評
価
制
度
に
係
る
施
策
の
企
画
、
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
特

に
指
定
さ
れ
た
事
項
」
に
改
め
、
同
表
県
立
学
校
人
事
課
の
項
及
び
生
涯
学
習
推
進
課
の
項
を
削 

     

部 

副
部
長 

部
長 

上
司
の
命
を
受
け
、
部
の
事
務
を
掌
理
し
、

そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
、
所
属
の
職

員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

部
長
を
助
け
、
職
員
の
担
任
す
る
事
務
を

監
督
し
、
部
の
事
務
を
整
理
す
る
。
た
だ

し
、
高
校
改
革
統
括
監
又
は
部
の
参
事
が

置
か
れ
て
い
る
場
合
の
職
務
は
、
高
校
改

革
統
括
監
又
は
部
の
参
事
の
職
務
と
し
て

指
定
さ
れ
た
事
項
以
外
の
も
の
に
限
る
も

の
と
し
、
副
部
長
が
二
人
以
上
置
か
れ
て

い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
あ
ら
か
じ
め
部
長

か
ら
そ
の
監
督
及
び
整
理
に
係
る
事
務
の

指
定
が
な
さ
れ
て
い
る
者
の
職
務
は
、
当

該
指
定
事
務
に
限
る
も
の
と
す
る
。 

県

立

学

校

部 

高
校
改

革
統
括

監 

上
司
の
命
を
受
け
、
県
立
高
等
学
校
の
活

性
化
及
び
特
色
あ
る
学
校
づ
く
り
に
係
る

施
策
の
総
合
的
企
画
、
調
整
及
び
推
進
に

関
す
る
こ
と
で
特
に
指
定
さ
れ
た
重
要
事

項
を
処
理
す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事

項
に
つ
い
て
、
上
司
を
助
け
、
職
員
の
担

任
す
る
事
務
を
監
督
し
、
事
務
を
整
理
す

る
。 

」

「
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り
、
同
条
第
二
項
の
表
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

    
 

          
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

        
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「

部 

参
事 

副
参
事 

部
付 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
重

要
事
項
を
処
理
す
る
と
と
も
に
、
当
該
指

定
事
項
に
つ
い
て
、
部
長
を
助
け
、
職
員

の
担
任
す
る
事
務
を
監
督
し
、
事
務
を
整

理
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事

項
を
処
理
す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事

項
に
つ
い
て
、
部
長
を
助
け
、
職
員
の
担

任
す
る
事
務
を
監
督
し
、
事
務
を
整
理
す

る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
部
の
特
定
事
務
に
従

事
す
る
。 

」 

」

本

局

及

び
部 

部 

参
事 

副
参
事 

部
付 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
重

要
事
項
を
処
理
す
る
と
と
も
に
、
当
該
指

定
事
項
に
つ
い
て
、
上
司
を
助
け
、
職
員

の
担
任
す
る
事
務
を
監
督
し
、
事
務
を
整

理
す
る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
定
さ
れ
た
事

項
を
処
理
す
る
と
と
も
に
、
当
該
指
定
事

項
に
つ
い
て
、
部
長
を
助
け
、
職
員
の
担

任
す
る
事
務
を
監
督
し
、
事
務
を
整
理
す

る
。 

上
司
の
命
を
受
け
、
部
の
特
定
事
務
に
従

事
す
る
。 

「
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市町村支援部

県立学校部

教育総務部

県立学校部

市町村支援部

教育総務部

現 行

教育局組織 新旧対照表

（新設）

１８課

改 正

市町村支援部長

教育総務部長

県立学校部長

副教育長

教 育 長

副部長

総務課

財務課

魅力ある高校づくり課

教育政策課

教職員課

福利課

県立学校人事課

高校教育指導課

生徒指導課

教職員採用課

保健体育課

特別支援教育課

小中学校人事課

義務教育指導課

生涯学習推進課

文化資源課

人権教育課

副部長

副部長

副部長

１８課

副部長

県立学校部長

副教育長

教 育 長

副部長

総務課

財務課

魅力ある高校づくり課

教育政策課

教職員課

福利課

教職員採用課

小中学校人事課

義務教育指導課

生涯学習推進課

文化資源課

人権教育課

副部長

副部長

高校改革統括監

令和５年４月１日

ＩＣＴ教育推進課

（新設）

参事

県立学校人事課

副部長

教育総務部長

特別支援教育課

保健体育課

生徒指導課

副部長

ＩＣＴ教育推進課

高校教育指導課

市町村支援部長
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